
                      　争議行為に関する次の記述のうち妥当なのはどれか。ただし，争いがある場
合は判例・通説による。
１．労働組合員の一部集団が組合の承認を得ないで独自に行ういわゆる山猫ストは，
正当な争議行為と解されている。

２．他の労働組合の労働争議を支援することを目的とする同情ストは，ストライキを
行う労働組合自身にとって団体交渉による解決可能性をもたないとしても，正当
性が認められる。

３．労働組合が配転命令の撤回を要求し，配転対象者をストライキ要員として指名ス
トを行う場合，それにより配転命令の拒否という争議行為の目的を達成すること
になるので，正当性は認められない。

４．労務の不完全な提供である怠業は，作業能率を低下させるにとどまる限りは正当
な争議行為であるが，それを超えて，機械や製品を破壊するなど積極的に使用者
の財産権を侵害する場合は正当性が否定される。

５．争議行為の予告は必須であるため，予告を経ない争議行為は，争議行為の予測可
能性や使用者の被った損害などにかかわらず，直ちに正当性が否定される。


